
○議長（野口源次郎君） 出席議員半数以上であり

ます。これより議事日程第４号により、本日の会

議を開きます。

日程１

市政一般質問

について、12月６日に引き続き市政一般質問を行

います。17番前田哲也議員。

〔前田哲也君登壇〕

○17番（前田哲也君） スマイル長崎２００１、前

田哲也です。

市議会議員の逮捕者まで出した一連の事件に対

し、市民の皆様に大変申しわけない気持ちでいっ

ぱいです。私たちに今、課せられたことは、まず、

自分たちの責任において、特別委員会で政治倫理

条例をきちんとつくり上げること。そしてその後、

市民の信頼を回復するためには、議会としてどう

すべきかをきちんと協議し、行動で示すことでは

ないかと思います。

ダイヤモンドプリンセスの事故については、幸

い最悪の事態は免れたみたいです。関係者の方、

大変でしょうが頑張ってください。当時、市民の

方であの火災を見た方が「長崎が燃えとるごと感

じた」と言われた方が何人もおられました。改め

て、長崎は造船のまちであることを再認識いたし

ました。起こった災害は、残念なことであります

が、私たちは、そこから学ぶことができます。例

えば今回の火災では、消防の問題や事後処理、防

災の視点からの課題、そして、こんなことも感じ

ました。「造船なしでは長崎の経済はどうなるの

か」という問題を一度、真剣に考えてみる時期で

はないかと。

質問通告に沿って質問いたします。

１. 市町村合併に伴う広域行政の見直しについ

て。

長崎市においては、９月30日に開催された臨時

議会において、本市と西彼杵郡５町との合併協議

会を設置する関連議案を議決し、長崎地域合併協

議会を設置、これまで３回の協議会が開催されて

おります。ここに至るまで市長においては、現在

の１市10町の広域市町村圏を基本とした枠組みで、

より幅広い団結を呼びかけてきたところですが、

残念ながら、特に、本市と生活圏や経済圏を一つ

にしている長与町、時津町、琴海町にあっては、

本市を含む枠組みとは決別し、新しい市をつくり

たいということで、この３町による法定の合併協

議会を設置する予定とお聞きしております。

一方、先週６日には、長崎地域合併協議会への

加入を保留していた三和町が定例本会議において、

同法定協への加入議案を可決されました。合併の

是非については、議会内でも意見は異なるところ

ですが、合併推進の立場で言えば、この地方行政

の改革問題は、地方が活力を取り戻すためにも、

ぜひとも取り組まなければならないものであると

認識します。

私は、今回の１市10町からの合併協議の経過を

振り返るとき、本市の周辺自治体が合併問題に関

して行政の効率化という視点から少し外れた論点

で、それぞれ小さくまとまる方向を目指している

ような印象を強く受けました。特に、冒頭述べた

長与町、時津町は、通勤、通学はもとより日常の

買い物や娯楽などでも、本市との関係が他の自治

体より強いにもかかわらず、本市への編入を好ま

ないということで、自分たちだけの枠組みを目指

そうとしていることは、合併の効果である行政コ

ストの削減につながらないものであると考えます。

さらに、お聞きするところでは、琴海町を含む

３町で消防や救急の体制を自前で整備する、整備

できるということで、３町の事務方はシミュレー

ションを既に行っているということであります。

しかし、消防力の整備の中で何が一番大事かとい

うと人材の確保です。合併施行までの残された期

間を考慮すると、職員の採用から研修の実施など、

さまざまな準備が滞りなく進むのか。この問題は、

住民の生命と財産を守るという非常に重大なこと

ですから、他町のこととは言え大変心配をしてい

ます。

そこで、市長にお尋ねします。

質問項目は、合併に伴う広域行政の見直しとなっ

ておりますが、その前に、さきに述べたように、

本市と密接な結びつきが強い長与町、時津町、琴

海町の３町は、今後とも、本市と５町の合併協議

会に参加する見通しはないものか、私は、市長が

この状況の中で、今さらかもしれませんが、この

３町に再度、呼びかける期待も含め、そのお考え

をお尋ねいたします。

２．観光活性化への取り組み。

次に、観光の活性化について質問します。長崎

市へ来る観光客の数は、平成２年の628万人をピー
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クに年々減少し、昨年度は505万人と、いよいよ

500万を切るのではないかというところまで落ち

込んでいます。ここ数年、さまざまな提言も行わ

れてきました。

私は、長崎の歴史や遺産を見たとき、十分、観

光都市としてこれからも栄えていけると思ってい

ますが、足りないものが大きく２つあると感じて

います。一つは、観光戦略、これは行政の大きな

責任です。そしてもう一つは、観光都市としての

自覚と、その上での企業、市民の協力ではないか

と考えています。このことを念頭に置いて、市長

に以下、端的にお尋ねします。

質問項目２番目の全天候型イベント会場の検討

は、時間があれば自席から質問いたします。

(1) 現在の観光形態は、団体旅行から個人旅行

へシフトしたと言われています。そうした旅行形

態の変化の中、行政としてどのように対応し、施

策を実施しているか、お尋ねします。

(2) 伝統芸能は長崎の観光に大きく寄与してお

り、伝統芸能の保存・継承には、これまでも努力

をしてきていますが、今後も大事なことだと考え

ます。観光関連のイベント等で伝統芸能の太鼓や

龍踊りが活躍されています。このような団体は、

楽器の音が響くということで、練習場もなかなか

見つからなかったり、公的施設等があったとして

も、料金や利用時間、楽器の搬入等の問題で使用

できなかったりと、苦慮されているとお聞きしま

す。伝統芸能の振興という点から、長崎市として

練習場の確保をすべきではないかと考えますが、

ご見解をお示しください。

３. 市民活動、ボランティア支援について。

このことについては、今期４回目の質問となり

ますが、結論から言うと、平成11年の質問以来、

大きな進展がなされていないと感じています。過

去３回の質問は、すべて市長がみずから答弁され、

活動の必要性については、これからのまちづくり

には不可欠であると強く述べられ、その支援につ

いても、前向きな答弁が毎回なされています。な

のに進んでいない、どこに原因があるのか。まず、

今までの質問後の取り組みについてお尋ねし、後

に自席より再質問させていただきます。

(1) 昨年９月に、その策定に努力すると言われ

た市民活動基本指針ができ上がったのか否か、お

尋ねします。できていないとすれば、その理由も

お示しください。あわせて、これも前向きな答弁

がなされた活動団体へのアンケート及び意見交換

の実施状況についてもお答えください。

(2) 今年６月の質問で、近々完成しますと答弁

があった福祉系ボランティアのデータベースの登

録状況と、その情報の活用はどのようになされて

いるのか、お尋ねします。

また、データベースが完成したら、運用のため

の組織についても見直すということでしたが、完

成後、どのような見直しがなされたのか、お尋ね

いたします。

３項目目のＮＰＯへの行政事務委託の可能性は、

時間があれば自席から質問させていただきます。

４．子育て支援について。

次に、子育て支援について質問いたします。長

崎市子育て支援計画の見直しについては、６月議

会においては、大局的なさまざまな視点から見直

し作業をやっていきますという答弁でした。半年

が経過し、その計画の見直しもほぼ終わり、現在、

来年度の施策の財源、予算措置について、具体的

な協議に入っている時期ではないかと認識してい

ます。６月議会の答弁では、計画の見直しに当たっ

ては、社会福祉審議会、児童福祉専門分科会にも

諮り、多くの方々の意見も反映させていきますと

いうことでした。専門の方や広く市民の方の意見

をくみ上げるということは大変いいことではない

かと思いました。

そこでお尋ねします。

今回の見直しに当たり、そのような行政以外の

方からの意見で、具体的にどのようなことが計画

に盛り込まれたのか、特徴的なもの、長崎独自の

施策等がありましたらお知らせください。

また、前回の質問では、現在の子育て支援計画

の検証をする中で、支援計画の施策が働く親の支

援施策に偏っていたのではないかということと、

少子化の中で結婚したい、子どもを産みたいとい

う施策についての視点も必要ではと指摘しました。

そこで、今回は、子どもを産みたいという方への

具体的な支援策を提案いたします。

子育て支援については、その財源を十分とって

ほしいと要望してきましたが、他のやらなければ

ならないいろいろな施策の中で、できる限りつけ

てはいるが、そこだけ多くの予算措置は割けない

と答弁があっております。しかし、前議会で同僚
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議員からも意見がなされておりました少子化対策

という視点に立てば、もっと予算をつぎ込んでも

おかしくない、というより、長崎市においても、

人口の減少が大きな問題となっている今日、少子

化対策に積極的に取り組むことが将来の元気な長

崎をつくることにつながっていくことと信じます。

今回の質問に当たり、人口動態100年の歩みを

取り寄せました。我が国の大きな課題である合計

特殊出生率が1.27まで落ち込んでおり、長崎市に

おいても、平成13年の出生数は3,582人、これは

ピーク時、昭和47年の8,321人の半分以下、10年

前の平成４年4,471人と比較しても２割減と、深

刻な状況になっています。子どもを持った親の支

援はもちろん大きな課題ではありますが、子ども

を持ちたいと思わせる施策、子どもがほしくても

できない方への支援施策というものも必要である

と考えています。

そこで提案します。

不妊治療への支援、具体的には、かかる費用へ

の助成ができないか、お尋ねします。潜在的な不

妊は結婚世帯の１割と専門の医師の方は言われて

います。実態を行政としてどう把握しているのか

ということと、この提案への市長のご見解をお聞

かせください。

以上、壇上よりの質問とさせていただきます。

＝（降壇）＝

○議長（野口源次郎君） 市長。

〔伊藤一長君登壇〕

○市長 (伊藤一長君) 皆様、おはようございます。

前田哲也議員のご質問にお答えをいたしたいと

思います。

まず、第１点目の市町村合併の件でございます

が、長崎市と西彼杵郡内の各自治体との合併問題

につきましては、議員ご承知のとおり、本市と西

彼杵郡の５町とによる合併の協議を行うために、

去る10月１日付で長崎地域合併協議会を設置し、

10月４日には第１回目の会議を開催して、本年度

の事業計画、予算を承認いただきまして、また、

これまでに３回の協議を終えたところであります。

今後、この合併協議会において、合併後におけ

るまちづくりの方針あるいは行政サービスのあり

方について協議をし調整していくこととなるわけ

でありますが、県都といたしまして、さらに魅力

あふれるまちづくりができるような、合併を契機

とした新たな都市像を目指してまいりたいという

ふうに考えているところでございます。

議員お尋ねの広域行政と市町村合併の関係につ

きましては、本年１月から９月までの間、１市10

町の枠組みで合併問題を検討しておりました長崎

地域任意合併協議会の中で、本市としての基本的

な考え方を既にお示しをしたところであります。

この問題を検討する際には、本質的な議論の根底

として、地方分権をどのような視点からとらえる

のかということがあると考えております。重要な

ことは、本格的な地方分権の時代になりましてか

ら、市町村は自己責任、自己決定の原則のもとに、

厳しい財政状況の中ではございますが、政策課題

を解決していくために、行財政基盤を強化するこ

とが求められていることを認識すべきではないか

と思います。

そのような観点から申し上げますと、市町村合

併は、地方分権を契機とした自治体の自治能力の

向上を図るために行うものでありますので、本市

を含む１市５町の合併協議会においても、このよ

うな観点から、合併後のまちづくりの方針を定め

るために、関係する皆様からのお知恵をおかりし

ながら協議を進めているところでございます。

また、同様に、今後予定される長与町、時津町、

琴海町の３町による合併協議会におきましても、

そのような観点からの協議がなされるものと考え

ております。

そこで、ご質問の件でございますが、本市を含

む近隣の自治体との合併の協議につきましては、

本年当初に立ち上げました任意の合併協議会、任

意協議会の中で、最終的な団体意思を表明してい

ただいたところでありまして、その過程では住民

へのアンケートを実施を実施したところであり、

一定住民の意向を踏まえてご判断をいただいたも

のと認識しているところであります。

したがいまして、一部の自治体を除き、既に示

された団体意思は当然、尊重されるべきものであ

りまして、自治体の独自のご判断に対して、他の

自治体が関与できるものとは考えられないもので

あるというふうに思います。

これらの西彼中部３町における合併協議は、正

式な法定合併協議会が設置されますと、平成17年

３月までの残された期間に配慮し、鋭意、協議が

行われるものというふうに考えております。
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前田哲也議員のおっしゃる意味はよくわかりま

すが、長与町、時津町、琴海町、いろいろな経過

がございまして、近々、法定協議会を立ち上げる

ようでございます。確かに、ご指摘のように、消

防、救急の仕事につきましては、本当に今から間

に合うのかというご指摘は私は十分に理解できま

す。しかし、それを間に合うということを前提に、

３町で法定協を立ち上げて合併しようということ

でございますので、その先まで私どもが云々する

というのは、ご遠慮した方がいいのではないかな

と、これは火葬場の問題もそうでありますし、場

合によっては、下水道の問題、上水道の問題、そ

ういう問題もこれから生じてくる問題ではなかろ

うかなと思います。

いずれにいたしましても、私は、何度も議会で

申し上げてますように、この合併というのは、や

はり、そこにお住まいの住民の方が主体でありま

して、しかも、後ほど少子化の問題は出てまいり

ますが、少子・高齢化社会が見えておりますので、

今は、町として力があっても、10年先、20年先と

いうのは当然、シミュレーションをすれば出てく

るわけでありますので、お互いにそういうことま

で考えながら、やはり住民の方の負託に応えられ

るようなまちづくりをしようではないかというの

が、ある意味では、地方分権、規制緩和、そして

合併の問題ではなかろうかなというふうに思いま

すので、よろしくお願い申し上げたいと思います。

第２点目の観光の活性化についてお答えをいた

したいと思います。

旅行形態の変化に対する対策についてでござい

ますが、議員ご指摘のとおり、近年、観光旅行の

の形態は団体型から個人・グループ型に旅行目的

も自然景勝、あるいは歴史上の名所・旧跡を訪ね

る見聞型から地域の自然・文化に触れ、体験する

参加型へと移行しているのではなかろうかと思い

ます。このような旅行形態の変化に対応するため

に、長崎市といたしましては、２つの観点から対

策を実施しているところであります。

まず、個人・グループ型旅行に対する誘客対策

といたしまして、個人向けの宣伝活動の強化を行っ

ております。具体的には、インターネットあるい

は旅行雑誌などを利用した個人向けの情報発信に

重点を置き、お客様ネット事業によるホームペー

ジ「あっ！とながさき」による情報発信や全国各

地のタウン誌への掲載を目的とするタウン誌招待

事業の実施あるいは多数の旅行雑誌への広告掲載

など、個人客が自分で旅行先を選択するために必

要な情報を提供する宣伝活動を実施しているとこ

ろであります。

一方、個人観光客は多様な旅行目的を持ってい

らっしゃるところから、それに合わせたメニュー

の設定と受け入れ体制の整備も進めていかなけれ

ばならないのではないかと思っております。

メニューの設定といたしましては、旅行目的の

多様化に対応するために、丸山地区のぶらぶら散

策コースなど新たな散策ルートの開発を行い、散

策マップを作成するとともに、寺院、神社、教会

など、これまで観光客には知られていなかった情

報を盛り込んだ「新・長崎周遊」などのマップを

作成し、楽しく歩けるまち長崎の情報の周知を図っ

てまいらなければならないと考えているところで

ございます。

また、受け入れ体制の整備といたしましては、

個人客に対するきめ細やかな観光案内を行うこと

を目的として、ボランティア観光ガイドの育成や

街かど観光案内所の開設などを行っているところ

であります。

今後とも、オンリーワンの観光地づくりを目指

して、歩く観光地長崎の多彩な魅力の発信ともて

なしの心にあふれた受け入れ体制の整備を図って

まいりたいというふうに考えているところでござ

います。

次に、子育て支援対策についてお答えをいたし

ます。

まず、子育て支援計画の見直しについてでござ

いますが、長崎市子育て支援計画は、子育てのた

めの環境を整備し、育児と仕事の両立支援あるい

は家庭における子育てを社会全体で協力したり支

援していく体制を整備することにより、子どもを

産みたい人が安心して産める社会、子どもが心身

ともに健やかにたくましく育つ社会を目指して、

平成10年に策定いたしまして、その推進に努めて

いるところでございます。

これまでの計画の推進についてでありますが、

毎年各部局の進捗状況を把握し、その推進を図っ

ているところであり、保育所の施設整備あるいは

延長保育、放課後児童クラブの設置、地域子育て

支援センター事業の促進、病後児保育の拡充など、
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その成果を得ているのではなかろうかと考えてい

るところであります。この計画の10年間の計画期

間の中間年度に当たることから、本年度には、そ

の見直しを行うこととしているところであります。

この見直しに当たりましては、16人の委員で構

成しております長崎市社会福祉審議会児童福祉専

門分科会を開催いたしまして、委員の皆様方のご

意見をいただいているところでありますが、さら

に、委員の提案等を加味して、その見直しを行う

ために、児童福祉専門分科会を近く開催する予定

にしているところであります。

審議に当たりましては、計画の前倒しあるいは

新たに対応すべき課題並びに国の新エンゼルプラ

ンとの整合性をとりながら、今後５年間に重点的

に推進すべき施策等の目標を定めることにより、

子育てに対する社会全体の協力体制づくり、家庭

における子育ての支援体制づくりの施策の計画的

な推進を図れるように、その見直しを行いたいと

考えているところでございます。

現時点における課題の一つといたしまして、地

域子育て支援センター事業のさらなる推進を図る

必要があるのではなかろうかと考えております。

現在、３カ園の保育所にセンター事業を委託して

実施しておりますが、一層の子育て支援施策の推

進を図るためには、子育て支援のための拠点とな

る施設の必要性も考えられるところであります。

子育ての核としての役割のほかに、育児援助依頼

者と育児援助提供者との相互扶助による会員制度

を行うファミリーサポートの導入あるいは子育て

サロン、一時預かり保育、夜間・休日への対応の

拡大なども図られ、また、子育て支援グループの

連携強化とその育成など多くの支援事業が可能に

なるのではなかろうかというふうに考えておりま

す。

しかしながら、その設置につきましては、施設

の確保等の解決すべき問題もございますので、今

回の見直しに当たっては、十分に機能、役割につ

いて検討してまいりたいというふうに考えており

ます。

このほか、家庭相談、児童・母子の総合窓口の

拡充あるいはインターネットによる子育て情報の

強化など、その拡充に努めてまいらなければなら

ないというふうに考えておるところでございます。

以上、私の本壇よりの答弁といたしたいと思い

ます。＝（降壇）＝

○企画部長 (原 敏隆君) 観光の活性化のうち、

伝統芸能・文化の継承についてでございますが、

太鼓などの伝統芸能を行っている団体にあっては、

それぞれに練習場を確保する努力をしておられる

とお聞きしております。また、その確保に当たっ

ては、音の問題、練習の時間帯など各団体とも苦

慮されているとのお話も聞き及んでおります。

そこで、伝統芸能を含め広く市民の芸術文化活

動を推進していきたいという本市の立場といたし

ましても、そのような状況を踏まえ、第三次総合

計画におきまして、文化活動施設整備を掲げてい

るところでございます。

しかしながら、現下の厳しい財政状況の中で、

直ちに新たな練習場を整備することは極めて困難

でございますので、議員お尋ねの件に関しまして

は、当面は、既存の練習施設を利用していただく

ということでご理解いただきたいと思います。

○市民生活部長 (妹尾芳郎君) ご質問３点目の市

民活動、ボランティア支援についてお答えいたし

ます。

平成10年12月に社会貢献活動を行う団体の法人

格取得などについて定めた特定非営利活動促進法、

いわゆるＮＰＯ法が施行され、ＮＰＯの活動は新

たな段階を迎えております。

このように、活動を促進するような制度の創設

なども相まって、住民自身がみずからの意欲や能

力を社会のために生かしたいという主体的な問題

意識と社会的使命に基づいた社会貢献活動は、21

世紀の日本社会を築いていくための重要な柱にな

ると期待されております。

本市におきましても、ＮＰＯ法人・ボランティ

ア活動団体など、さまざまな専門性の高い市民活

動団体が、それぞれ自立しながらもお互いに交流

する中で、課題を克服し、さらに成長することが

できるよう支援策に関する調査、検討やＮＰＯ・

ボランティア団体への連絡調整、ＮＰＯ法人化へ

の情報提供や相談業務などを行っているところで

ございます。

具体的な支援といたしましては、本年11月に花

や野菜づくりなど園芸の持つ効用の幅広い研究や

情報交換を行う「第２回園芸福祉全国大会ｉｎな

がさき」を全国から関係者をお迎えして、本市で

開催したものであります。この全国大会では、民
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間ボランティアと行政・関係団体で構成された実

行委員会が主体となって開催し、団体の自主性を

尊重しながら事業の検討段階から参加団体の持つ

互いのノウハウが活用され、協働としての共通認

識に基づいて運営が図られたものと思っておりま

す。

また、さまざまな市民活動を企画立ち上げ、運

営していく人材を育成する市民プロデューサー養

成講座などへの参加支援を行うなど、ＮＰＯ・ボ

ランティア団体が活動しやすい環境づくりに努め

ているところであります。

今後とも、対等な立場から連携し、協力してい

くことを通じて、市民活動団体が成長する環境づ

くりに取り組んでまいりたいと考えております。

次に、市民活動基本指針につきましては、引き

続き調査、検討を重ねているところであります。

調査、検討の内容につきましては、まず、市内の

ＮＰＯ法人やボランティア団体の活動状況、ある

いは協働に関する意識を調査するためアンケート

を実施し、12月をめどに現在、調査結果の取りま

とめを行っているところであります。調査は、平

成14年９月から10月にかけて、市内に事務所を置

くＮＰＯ法人や営利を目的としないで、自主的・

自発的に活動されているボランティア団体63団体、

うちＮＰＯ法人22団体に調査表を送り、39団体、

うちＮＰＯ法人11団体から回答を得ることができ

ました。この調査結果をもとに、ＮＰＯ法人やボ

ランティア団体とお互いの立場を尊重しながら、

要望や批判でなく建設的な意見交換を行い、支援

施策を検討する際の基礎資料として活用してまい

りたいと考えております。

次に、ボランティアデータベースの作成状況と

活用でございますが、本市では、本年６月に各部

局に対し、各部局が把握している関連するＮＰＯ

やボランティア団体の団体数、規模、組織、活動

状況などの実態調査を実施し、８月にその取りま

とめを行い、データベース化したところでござい

ます。このデータベースにより、市民からの相談

への対応はもとより、所管部局との事務調整ある

いはＮＰＯ・ボランティア団体へのアクセスなど

総合的な事務に見合った効果が得られていると思っ

ております。

また、長崎市社会福祉協議会においては、福祉

分野のボランティアデータベースが構築され、登

録状況につきましては、39団体、36人の個人が登

録しているとのことであり、また、情報の活用に

つきましては、福祉分野におけるボランティア関

係のシステム構築に伴い、今後の福祉ニーズに応

えるため、ボランティア活動への市民の参加を広

く呼びかけるとともに、その活動の推進を図るた

め、ボランティアとボランティアを必要とする方々

の相談、受付、調整及び紹介等を介してボランティ

ア、市民活動の支援に向けた情報が提供される予

定となっております。

この福祉分野のボランティアデータベースに一

般のボランティア情報を社会福祉協議会へ委託し、

これと連携することによって、ＮＰＯやボランティ

ア団体が持つ専門性やネットワークが発揮される

ものと考えておりますが、業務すべてを委託した

場合、福祉分野以外のデータの収集あるいは入力

等に係る業務の受け入れ体制などの問題もあり、

組織の見直し等について、引き続き検討課題とさ

せていただきたいと考えております。

以上でございます。

○福祉保健部長 (高谷洋一君) 次に、少子化対策

の視点からの支援施策についてお答えいたします。

結婚後２年以上経過しても妊娠成立をみない状

態を不妊といい、全夫婦の10組に１組は不妊と言

われております。不妊治療は、この不妊の原因を

検査して治療していくわけですが、一般的な不妊

の治療で妊娠の成立をみない場合の最後の手段と

して行われるのが人工授精、体外受精や顕微授精

でございます。人工授精は、１回当たりの妊娠率

は10％前後ですから、妊娠までに４回から５回を

目安に治療を行います。体外受精は、人工授精を

繰り返し行っても妊娠しない人たちに適応され、

１回の治療当たりの妊娠率は20％前後と言われて

います。さらに、体外受精で受精しない場合は、

顕微鏡下で直接精子を入れることにより受精させ

る顕微授精があります。

不妊治療の現状についてですが、厚生労働省に

よりますと、平成11年２月の時点で不妊治療を受

けている人は、全国で28万4,800人いるものと推

測されています。また、日本産婦人科学会の発表

によれば、平成11年中に体外受精等を用いた治療

による出生数は約１万2,000人であり、これは全

出生数の約１％に当たります。そして、これまで

の累計では、体外受精で約６万人の子どもが誕生
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したとされていますが、長崎市の体外受精等によ

る出生数の把握は困難でございます。不妊に関す

る相談は、現在まで余り多くはございませんが、

相談がありました場合は、専門的知識を要するこ

ともありますので、十分話を聞いた上で、産婦人

科の医療機関を紹介するようにいたしております。

治療の現状としましては、人工授精は産婦人科

を標榜している医療機関の大半で実施されていま

すが、体外受精が実施されている医療機関は、長

崎県下では長崎市で３カ所、佐世保市で１カ所の

計４カ所と聞いております。その中の一つであり

ます長崎大学医学部附属病院では、平成13年度に

人工授精につきましては32名の不妊患者に対して

100回の治療が、また、体外受精につきましては、

27名に対し39回の治療がなされたと聞いておりま

す。治療費につきましては、一般的には人工授精

は１回２万から３万円、体外受精は１回20万から

40万円程度の治療費がかかるとされ、医療保険は

適用されておりません。

議員ご指摘の治療費の助成についてですが、全

国では幾つかの市町村で不妊治療に対する助成が

なされているようでございます。平成13年度から

実施されています長野県松本市では、１年間当た

り８万円を限度として助成しており、平成13年度

は109件の申請があっております。松本市の平成

12年の出生数2,342人から考えますと、この申請

数は決して少ない数とは思われません。

このように、全国でも治療を希望する不妊患者

が多いことを踏まえ、厚生労働省において本年９

月20日にまとめられました少子化対策の一層の充

実に関する提案、すなわち少子化対策プラスワン

の中で、「子どもを産みたい方に対する不妊治療

対策の充実と支援のあり方の検討」ということが

うたわれております。不妊治療に対する支援につ

きましては、医療保険の適用や治療費助成等が考

えられますが、本市といたしましては、国の動向

や社会情勢を見守りたいと考えております。

以上でございます。

○17番（前田哲也君） ご答弁ありがとうございま

した。順次、再質問をさせていただきたいと思い

ます。

市町村合併について、まず、これは要望をいた

しておきたいと思います。市長の方からお話があ

りました。要は、私は、個人的には、長崎市の発

展というのは、やはり長与、時津なくしては考え

られないというふうな自分の考えを持っています

ので、このような質問をいたしました。今からの

合併、一番最初の段階と思いますので、では10年

後、20年後どうなるかという中で、さらなるまた

合併の論議があろうかと思います。そういうこと

を含めたときに、また長与、時津がぜひ長崎市と

一緒になっていただきたいなという思いがしてお

ります。

要は、市長の方から言われたのは、ほかの自治

体のことには口は出さない、出せないんではない

かというふうな私は答弁だったんではないかと認

識をしておりますけれども、しかし、やはり私は

再三、合併の討論のときからもお話をしましたけ

れども、財産と生命を守るという意味のこの消防・

救急というのは、私はやはり特別だと思うんです

よ。そういう中で、果たして、時津、長与、琴海

の方々が、自分のきょうの消防体制、救急体制を

どこまで理解した上で、この合併の枠組みという

ものに賛成したのかというのが気がかりでなりま

せん。

今年、長崎市は今、広域でやられていますけれ

ども、11月30日までの火災件数231件あっており

ます。そのうちに北部、これはちょっと大瀬戸町

と外海町も入っておりますけれども、北部への出

動回数が47回と全出動回数の20％を占めておりま

す。そして、救急件数は1,741回、これは全出動

回数が１万4,758件ですから、約十二、三％ぐら

い出動しています。そうした中で、果たして、今

から準備をして本当に間に合うのかなということ

も思っております。

例えば私は、この消防行政を立ち上げるに当たっ

て、どういうことが必要なのかというのを少し勉

強させてもらいました。まず、職員というのを採

用しなければいけませんけれども、この職員の採

用が、これは都道府県において、消防学校で教育

訓練を受けなければいけないということで、約６

カ月、これは教育を受けなければいけません。こ

れは４月入校となっております。それから、人口

15万人以下の市町村の場合は、人口３万人ごとに

１台の救急車を配置しなければならないと、それ

には３人の救急隊員が要るということで、そのう

ちの１人は、私はすみません、消防局の中の役職

がよくわからないんですけれども、消防士長また
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は消防司令補の階級を有する方ではなければいけ

ないということになっております。それから、そ

のうちのまた１人は救急救命士の資格が必要だと

いうことも書いています。このことも研修を受け

なければだめですよと、そして国家試験を受けな

ければいけないということで、これも半年の研修

期間となっています。そして、一番私が危惧して

いる無線局の開設、これに当たっては、事前審査

会、予備免許、それから施設検査、免許付与、開

局に至るまでに１年６カ月を有するというふうに

聞いております。そして、最後に、車両の整備で

すね、消防ポンプ車等、これはおおむね艤装に関

しては６カ月から８カ月かかる。そのほか大型自

動車運転免許、移動式クレーン技能者、それから、

玉掛け技能者、ガス溶接技能者、潜水士等を配置

しなければならないということで、果たして本当

にそこまでのことができるのかというのは心配を

しております。

昨日、東彼杵の方で住民投票がありました。私

は、ちょっとニュースの速報でしか見ておりませ

んけれども、大村市の合併というのに反対という

のが過半数を超えたということですが、やはり生

命・財産を守るという意味での消防・救急の現状

というのを、合併論議とは別としても、やはり広

く、長崎市民または多くの西彼杵の方々にきちん

とお伝えするという作業が必要ではないかと思い

ますし、もし、そういうふうに３町が今から準備

をしていくんであれば、やはり長崎市として、隣

の町のことですから、その中にオブザーバー的に

入るような形でご相談にのってあげればいいんで

はないかということを要望しています。本来は再

質問をしようと思っておりましたが、どうも市長

の方の意見がそこまで固いようですので、要望と

いう形にとどめさせていただきます。

続きまして、観光の活性化について質問させて

いただきます。

ご答弁がありましたように、団体旅行から個人

旅行の方にかなりシフトしてきております。そう

した中で、個人旅行の魅力、個人旅行に対する誘

致というのが大変重要なことだし、その施策を整

備することが長崎市の観光行政の一つの課題では

ないかと思っております。

そうした中で、一つ提案させていただきたいと

思っていますが、今、長崎市は団体旅行に対して

20人や30人以上ということで割引制度があってい

ます。しかし、個人で旅行した方に対してのメリッ

ト感というのが引き出せておりません。もちろん、

インターネット等で調べて来るわけですから、団

体旅行等の中に入りませんけれども、個人で来た

方にいかに長崎市として、そういうメリット感を

出させているのが一つの課題ではないかというこ

と。そのことが、滞在型の観光も含めて、私は検

討に値するんではないかと思っています。

先週の質問の中で、滞在型をもっとふやしたら

どうかというお話が出ていました。その中で一つ、

滞在するという方は、結局、長崎に泊まります。

どこかのホテルか旅館等に泊まるわけですから、

ここにお願いしたいんですが、宿泊証明というも

のを各旅館やホテル等で出していただきたいと、

その宿泊証明をいろいろなところで提示すること

によって、いろいろな割引制度ができないのかな

ということを考えております。例えば、公的施設

等に行けば団体旅行に準じた割引をする、もしく

は今、頑張っておる、努力しておる「らんらん」

とかについて、無料でそれを見せれば乗車できる

等のサービス等を検討してはどうかなということ

を考えております。

再質問をさせていただきます。個人旅行の中で

インターネット、ホームページ、大変活用してい

るということですけれども、なかなか私たちから

他都市の観光情報等をホームページで見ても、や

はり行政の限界というものを感じます。なかなか

私たちがほしい情報というのが引き出せませんし、

行政としてそこまで踏み込んだ情報というのが多

分出せないのが現状ではないかと思います。

そこで、提案をいたします。現在は、インター

ネットによる情報発信が不可欠な時代と考えます

が、観光情報のホームページ、先ほど言われまし

た長崎の場合だったら「あじさいネット」や「あっ！

とながさき」ですね、そこから一画面通して、民

間のサイトに積極的にリンクさせるような仕組み

をつくってはどうなのかなと、公的な行政のホー

ムページを見て、そこにリンクを乗せて、そこに

一画面かませてですね、ここから先は民間の情報

のですよと、行政としては責任は負いませんとい

うことを含めて、そこから例えば長崎市のタウン

情報とかで「ごちそう大図鑑」とか、長崎の魚の

おいしいところの店とか中華のおいしい店、ちゃ
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んぽんの店などの特徴などを載せたホームページ

が今たくさんあります。そういうところに行政が

提供しにくい情報がのぞけるような仕組みをつくっ

てはどうかと思いますけれども、このことについ

て、ご見解をお示しいただきたいと思います。

○観光部長 (三浦勝夫君） 前田議員の再質問にお

答えいたします。

個人観光客の情報提供の手段といたしましては、

インターネットは非常に重要であると考えており

ます。現在、長崎市の観光情報を発信する公式ホー

ムページといたしましては、長崎市観光部による

「あじさいネット」と、お客様ネット事業により

ますと、「あっ！とながさき」があり、民間情報

につきましては、主に「あっ！とながさき」で提

供しておりますが、議員ご指摘のように、利用者

のニーズにまだ十分対応できないと考えておりま

す。

そこで、現在、観光情報をできるだけ「あっ！

とながさき」に集約する方向で検討しております。

これにより、情報探しの入口を一本化したいと考

えております。その際、あじさいネットの情報だ

けではなくて、民間のホームページの中で信頼性

の高いものにつきましては、リンクを張り、利用

者がほしい情報を簡単に入手できるシステムを構

築したいと考えております。

今後、ホームページの構成、更新体制づくり、

リンクするホームページの選定基準については、

より具体的に検討を進め、ホームページの内容充

実を図ってまいりたいと考えております。

以上でございます。

○17番（前田哲也君） ありがとうございます。

前向きな答弁だとは認識をしましたので、議員

の中でも、いろいろなご意見あろうかと思います

が、ぜひ、長崎タウン誌等で頑張っている企業も

たくさんありますので、ご検討していただきたい

と思います。

そして、企画部長の方から伝統芸能の練習場に

ついて、大変厳しいという現実はわかっておるけ

れども、新たな練習場はつくれないと、既存の設

備の中で何とかしてくださいというような多分、

答弁だったと思います。

太鼓の練習、長崎は太鼓というものは余り盛ん

ではありません、正直言って。ほかの町では、太

鼓でまちおこしという中で、行政がかなり力をい

れてやっておりますけれども、長崎はいろいろな

素材がある中で、太鼓というのは、まだまだそう

いう意味での認知度は低いかもしれませんけれど

も、一生懸命頑張っている団体もあります。その

方たちの練習の現状というものを、部長、市長は

ご存じでしょうか。

今、稲佐山の山頂で冬場は１回、夏場は２回練

習をしています。大体、仕事が終わって夜８時ぐ

らいから練習する。そのことが多分、いかがなも

のかというご意見もあるのかもしれませんけれど

も、やはり仕事が終わって練習するという中では、

そういう時間になる。そして、よくお聞きする話

ですが、私の妻の方の実家も小江原にありますけ

れども、小江原の方でも、日によってはその音が

聞こえてきます。城山台、小江、そして、式見の

方でも多分聞こえるんではないでしょうかね。そ

ういうところで、今現状どうなっているかという

と、そういう音を聞いて、やはり市民の方には心

地よく思う方と、そうでない方といらっしゃると

思うんですよね。それは、いたし方ないと思いま

すけれども、警察の方に通報がいっております。

そして、そのたびごとに警察の方が注意をしにいっ

て、そういうクレームが入ったんでやめてもらえ

ないだろうかということで練習をやめているとい

うことです。

太鼓の練習とは、聞くところでは、通常はタイ

ヤ等を使っての練習ということもあるみたいです

けれども、私も一遍見させてもらいましたけれど

も、真っ暗な中で、子どもたちが一生懸命太鼓を

たたいております。いろいろな長崎の観光イベン

ト、観光船の入港したとき、いろいろなときに太

鼓の方とか龍踊りの方に多分アトラクションとし

てお願いをしていると思うんですよね。そういう

意味では、私は一定、やはり長崎のために一生懸

命貢献しているではないかという中で、そういう

ところで練習をしているというのが現状いかがな

ものか。そして、十善寺の龍踊りについてもそう

です。十善寺の龍踊りでさえ、私たちの認知とい

うのはかなり高いですが、地元の方から、やはり

音がうるさいということも含めて今、湊公園で練

習をしています。そこですら、やはり周りの方か

らうるさいよという声が聞こえてくるというふう

なお話も聞いておりますので、どうか、私も新し

い練習場をつくってくれとは言いません。ただ、
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既存の中で活用ができないのか、もう一度ご検討

いただきたい。

今、ブリックホールとかありますが、そういう

ところで、もしできるんだったら使っているんで

すよね。それは私は、本壇から言いましたように、

いろいろな条件の中で使いづらいということで使

えていないのが現状ですから、例えば観光部長か

ら先ほど答弁いただきましたけれども、出島の中

に出島シアター、あれはレンガですかね、多分あ

あいうところの中では漏れないと思うんですけれ

ども、広さとしてどうなのかということも含めて

ですね、長崎の既存施設、小中学校の体育館等も

断られてます。そんなことも含めてですね、もう

一度団体の方々、そして練習の風景も見にいって

いただいて、ご検討していただきたいなというこ

とを要望しておきます。

続きまして、市民活動、ボランティア支援につ

いて質問します。

今回、初めて市長の方からの直接の答弁ではな

くて、市民生活部長の答弁でした。ということは、

裏返ってみますと、やはり進んでいないのかなと

いうことを実感しております。私も、これだけの

ことを何度も正直言って質問したくないんですよ。

ある程度の目安が立てば、私はそれを了として、

どんどん進めていってほしいなと思いますけれど

も、平成11年の質問より本当に進んでおりません。

先ほど言われました基本指針を努力するという

のは、昨年９月の話なんですよ。そうした中で、

まだ調査段階にしか入っていない。そして市民生

活部長、前回の私の質問のときに、最後に、この

ように答えているんですよ。「前田議員の熱烈な

ご熱意、私どももひしひしと感じております」と。

私、そのときに、ちょっと感情極まった部分もあっ

て、熱烈なという言葉がどうなのかということも

含めて言わせていただいたんですけれども、熱烈

なものを感じていただいているんだったら、もっ

と進めてください。そのようなことを思っており

ます。

そして、部長の話の中では、今からアンケート

を一生懸命やっていただくと思うんですけれども、

指針ができるのは来年になるというようなお話も

聞いております。私たち議員の任期４年という中

で、市民にとって何ができたかできないかという

ことを私たちは問うていく中で、結局のところ、

このことについては、ＮＰＯの助言や指導、それ

からアンケートの実施はできたけれども、一番大

事な活動団体への支援というのは、結局、今任期

中、私はやれなかったという認識をしております

し、市長においても、積極的にということでのご

答弁がずっとありましたが、結局のところ、実際

の団体には、何ら支援施策が打てなかったという

ことをご認識いただきたい。このことに対して、

もし意見の異なるところがありましたら、後ほど

市長の方から答弁をいただきたいと思っておりま

す。

それから、ボランティアデータベース、前回の

ときから福祉系のボランティアと一般のボランティ

アを一元化するという話で進めていますよといっ

たときに、私は、もう既に遅いんではないですか

と、福祉系はでき上がっているんではないですか

という質問をしましたけれども、翌７月にでき上

がっていますね。のぞかせてもらいました。やは

り私が危惧したとおり、福祉系のボランティアデー

タベースの入力項目と一般のボランティアの入力

項目は全く内容が違います。

そういう意味では、多分、今から調査をとって、

いろいろなことをデータを収集するんですけれど

も、もう一度データを組み直さなければいけない

ということで、一元化はできないというふうに私

は見ています。そして今、社協の方は一生懸命、

私から見れば努力をしております。しかし、人的

体制、スタッフのこと、それから財源を含めて厳

しい状況です。データベースの一元化等、これか

ら連携を深めていくということであれば、再度、

市民生活部長、社協の方や県民ボランティアセン

ターの方ともご協議を進めていただきたいなと思っ

ています。

部長ですね、現場を見に行っていますか。社協

の方に訪ねていって、画面を一度でも見られたこ

とあるんでしょうかね。私は、市民生活部に限ら

ず、後に、また再質問する福祉保健部についても

ですけれども、やはり理事者の方を含めて、職員

の方が余りにも現場の状況を知らな過ぎるし、見

てほしいなという気持ちがあります。

例えば、環境部でいけば、ごみの分別のときに、

あなたたちはごみの斜面地の引き出しを一度、体

験されましたか。多分されていないんではないで

すか。衛生公社に問題が出たときに、衛生公社に
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１日でも行ったことがありますか。保育所の民間

移譲のときに、部長、１日でも公立の保育所に張

りついたことがありますか。

そういうことを見たときに、どうも市の職員と

いうのはデスクワークの中で、なかなか現場のこ

とを知らないし、知れば、また別の発想もあると

思いますし、共通の認識を持てる部分があるので

はないかと思っています。あれだけ民間保育所の

問題が議論になったときですら、多分、皆様方は

30分や１時間の打ち合わせというのは行かれたと

思うんですけれども、半日、１日はまって、子ど

もたちとともに、一緒の場面でその経験をしてみ

たら、また違った発想や考え方になったんではな

いかなと思っています。多分、高瀬議員は行かれ

たんですよね、１日ですね。私も１日行きました。

自分たちのことを別に自慢するわけではありませ

んけれども、やはり、そういうところに飛び込ん

でみて、一緒の経験をしないと、これからの行政

改革にしても、民間移譲いろいろな問題に対して

も、苦しみとか喜びというのが分かち合えないん

ではないかなということを、この際、述べておき

たいと思います。

市民活動、ボランティア支援ということで再質

問をさせていただきます。私は、前回も防災ボラ

ンティアという視点からもボランティアの強化、

支援を訴えましたけれども、前回指摘しました防

災ボランティアというのはどうなったのか、お尋

ねします。

それと、先ほどから言っています市と社協との

役割を整理し、市としての支援体制のあり方を検

討するということも答弁があっておりましたけれ

ども、そのことについても、改めてご答弁をお願

いいたします。

○消防局長（吉原昭信君） 前田議員の再質問にお

答えいたします。

防災ボランティア体制づくりの取り組み状況に

ついてでございますが、ご案内のとおり、災害時

におけるボランティア活動の重要性につきまして

は、平成７年の阪神・淡路大震災では、さまざま

な分野においてボランティア活動が行われ、被災

者の生活支援の大きな原動力となったことから、

改めてその重要性が認識され、本市におきまして

も、平成８年に長崎市地域防災計画の見直しの中

で、円滑なボランティア活動を行うこと等を目的

として、災害対策本部にボランティア班を設置し

たところであります。また、平成14年度からは、

長崎市社会福祉協議会においてボランティアのデー

タベースを構築する際に、あわせて災害ボランティ

アの事前登録制の導入に着手したところでござい

ます。

なお、ボランティア意識の啓発及び人材育成に

つきましては、今後とも、防災ボランティア週間

などを通して、長崎市社会福祉協議会等と連携を

とりながら普及、啓発に努めてまいりたいと考え

ております。

以上でございます。

○市民生活部長 (妹尾芳郎君) ボランティア支援

につきまして、社会福祉協議会との協調というこ

とでございますが、議員ご指摘のとおり、人的問

題、財政的問題ということがございます。しかし

ながら、これをドッキングするということは非常

に重要なことでございますので、今後とも、引き

続き積極的に検討していきたいというふうに考え

ております。

以上でございます。

○17番（前田哲也君） 言葉が過ぎた部分もありま

したけれども、本当に市民活動、ボランティア支

援については、ぜひ積極的な取り組みをお願いし

たいと思っています。

消防局長の方から、防災ボランティアの事前の

登録というんですか、そういうのに今から進みま

すよということでおっしゃっていました。この防

災ボランティアの事前登録も、消防局の方では実

態が把握できていませんので自治振興課にお願い

している。そして、自治振興課の方からまた社協

の方に依頼をして、なかなかその実態というのが

見えてこないというのが現状ですので、そのこと

も含めて、市長、防災ボランティアというのは、

私は待ったなしだと思うんですよね。あのような

大水害やいろいろなときがあったときに、即座に

対応できるためには、やはり事前のボランティア

防災訓練というものも含めて必要ではないかなと、

それはダイヤモンドプリンセスの事故を見ても明

らかです。あんなことが起こるなんて思ってなかっ

たわけですから。やはり、そんなことを含めてで

すね、この防災ボランティアというのは、やはり

あれだけの被害に遭った長崎だからこそ、積極的

な取り組みをしてほしいと思いますし、小さな提
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案ではございますが、例えば、防災訓練も今、決

まった日に朝からやっております。例えば、夜間

の防災訓練などやられてはどうでしょうか。災害

は、昼あるのか夜あるのかわかりません。そうし

た中で、一度ぐらいは夜間の防災訓練という中で、

問題点を把握するということも必要ではないかと

思いますが、とにかく私の任期中にはできません

でした。積極的に今後も、また努力をしていただ

きたいと思っております。

最後に、子育て支援について再質問をさせてい

ただきます。市長の方から、中間年度の見直しが

あっているということで、12人の審議会の方で今、

意見をいただいているところということでござい

ました。正確に言うと、まだ意見の方は専門分科

会の方から出ておりません。まだ説明をしている

段階で、その後の審議会というのは開催されてお

りません。ぜひ早急に審議会を開催されて、特に、

市民の声を聞けていない、母親の声を聞けていな

いというところに、私は、一番の課題があると思っ

ていますので、アンケートや母親の声というもの

を聞くような形で、子育て支援計画の見直しに取

り組んでいただきたいと思っております。

そして、私の方から、見直し計画の途中の状況

を勉強させた中で、一つだけご提案というか、ご

認識をしていただきたいところがあります。児童

の虐待、かなりの数上がっております。そして、

これは県内の中でも長崎市、人口が多いからでしょ

うけれども、高い比率になっております。中央児

童相談所の管内の中で、平成13年度の児童虐待の

相談件数は221件あっています。その中で、長崎

市が半分の111件の相談件数があっております。

私たちが思った以上に深刻な事態だと認識をして

おります。

そして、その中でお母さんによる虐待というの

が合計74件とあっております。これは一番の問題

は、余りにも今の子育ての状況が母親と子どもの

距離が近づき過ぎているということが私は問題で

はないかと思いますので、この児童虐待につきま

しては、市の予算状況は非常に少ない状況になっ

ています。支援計画の子育て支援ということで、

62万円しかついておりません。家庭児童相談の中

でも一部含まれますので、その272万円の中には

入っておりますけれども、今の現状を考えるとき

に、もう少し予算措置も含めて、きめ細かな対応

をしていただきたいなと思っておりますし、乳幼

児の虐待の予防事業について、妊産婦や産後うつ

病等のハイリスク家庭の支援事業というものに力

を入れていただきたい。

それから、これは願わくは家庭訪問支援事業と

いうものも力をまた入れていただきたいと思って

います。今、新生児については、はがきで申込み

のあった分しか保健婦さんが訪ねていっていない

と思いますけれども、これは保健婦さんの数の問

題もあると思いますけれども、もう少し、小まめ

な訪問をしていただいて、日ごろの母親の思って

いる悩み事というのをいろいろな形でご助言、指

導できればと、そういうふうな早期予防を働きか

けていただきたいなということを感じております。

それから、在宅の子育て支援事業、答弁にもあ

りましたが、ファミリーサポート等の推進もして

いただきたいと思っています。

そこでお尋ねします。前回、北保健センターの

ところに雨よけをつくってほしいということをお

願いしたわけですが、その後、地域保健課の方で

二度ほど財政の方にかけ合ったら、予算が大体

300万円ぐらいということですけれども、岩川町

の方でのセンターの計画があるので、二重投資に

なるということで、それはできないというお答え

だったというふうに聞いております。

市長、岩川町の計画がいつ進むのかわかりませ

んけれども、今現在ですね、あそこは駐車場がな

いことも含めて、大変母親の方たちは雨の日は困っ

ております。雨の日に現場にちょっと立ってみて

ください。本当に非常に苦しい状況の中で、私は

その300万円の予算がどうこうということではな

くて、やはりそのくらいは、母親のことを考えて

やっているんですよと、本来は、前にも言ったよ

うにエレベーターなんかもつくってほしいんです

よ。しかし、そういうことは大変難しいでしょう

から、せめて雨よけのカーポート的なものはつくっ

てほしいなと思います。

スペースはあるんですよ。ただ一つ、諸谷元市

長が書いたという保健センターという石の碑があ

ります。それをちょっとどけていただければいい

んです。そういうことでどけてくれるんだったら、

元市長も喜んでくれるんではないかなと思うんで

すけれども、ぜひ、やはり何か自分たちのことを

きちんと考えてくれているんだよという意味で、
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私は、何もかもとは言いませんけれども、こうい

うことについては、ぜひ、もう一度、再考してい

ただきたいと思います。

それから、不妊治療、少子化を考える意味で私

は、松本市でもやっていますけれども、先進的に

長崎が、まず積極的に取り組むことが大事なこと

ではないかなと思っています。国の制度ができて

それからやるようでは、余り私は、逆に意味がな

いのかなと、長崎市が少子化に対して、そして若

い結婚世帯に対して目を向けるということが大切

ではないかなと思いますけれども、この２点を含

めて、市長の方でもしよろしければ答弁をいただ

ければと思います。

○福祉保健部長 (高谷洋一君) 前田議員の再質問

にお答えいたします。

まず、北保健センターのひさしの件でございま

すが、確かに前田議員さんのご提案もありました

し、私たちも北保健センターにつきましては、エ

レベーターを初めなかなか施設が充実しておりま

せんところもありました。ただし、今現在、北保

健センターも含めたところの新しい保健センター

をどうするかという検討協議会も立ち上げたとこ

ろでございまして、予算の方もなかなか二重投資

等の問題もございまして、ちょっと延びていると

ころでございます。いま少し時間をいただきたい

と思います。

それから、不妊に対する支援につきましてでご

ざいますが、私は、前田議員さんのご意見もよく

わかるんですけれども、長崎市といたしまして、

単独で対応するのがいいのか、それとも、もっと

本来的に、これは国の施策の中で十分取り上げて

いただいて、保健制度等の中でどういうふうにやっ

ていくか。そこらあたりをきちっとした方が本当

にいいことになるんではないかというふうに私は

考えております。

以上でございます。

○17番（前田哲也君） 積極的にお願いしたいと思

います。

最後に、市長、本当に長崎市の新しい都市像と

いうのを打ち出していただきたいなと思っており

ます。

以上をもちまして、質問を終わらせていただき

ます。

ありがとうございました。

○議長（野口源次郎君） 次は、25番高瀬 子議員。

〔高瀬 子君登壇〕

○25番（高瀬 子君） 皆さん、こんにちは。

新風２１の高瀬 子でございます。

入札妨害事件発生直後の時期だけに、市議会議

場には暗雲が立ち込め、心が重く気が晴れません

が、市政を誠実に推進させるとの決意で、以下、

質問通告に従い、順次、質問いたします。市長並

びに理事者の率直な回答をお願いします。

１．市長の政治姿勢について。

入札妨害事件に関する市長の対応をお尋ねいた

します。

このたび、公共事業の発注に伴い、建設管理部

長を取り巻く５名の議員による競売入札妨害事件

は、長崎市民に対して市政への不信と失望を与え

ました。「市政地に墜つ」の感を抱くと同時に、

私としては、市議の一人として事件発生を洞察し

得なかったおのれの非力を傷むものでございます。

そこで、市長にお尋ねしますが、既に５日、６

日の同僚議員の同趣旨の質問と気持ちを同じくす

ることを表明し、１点につき質問をいたします。

市長は、入札制度の組織体制で権限を集中させる

ことがベストであると考え、現行の体制にされた

と思いますが、結果的には、そのことが今回の事

件の原因になったが、このことに対し、行政の最

高責任者として市長自身の責任をどう考えておら

れるか。市長も大変辛い立場にあると思いますが、

それが市長に課せられた宿命であると考えますが、

いかがお考えですか、お尋ねいたします。

市長の政治姿勢の２番目、国連安保理決議によ

るイラク査察に対する市長の見解についてお尋ね

します。

去る11月８日、国連安保理事会は、イラクの査

察を決定し、既に11月27日から査察を開始しまし

た。この背景には、イラクが大量破壊兵器を開発

し、保有するのではないかとの疑義解明にあると

されていますが、本当は、アメリカのイラク攻撃、

つまり戦争のきっかけづくりにあると私は思いま

す。大量破壊兵器には、化学兵器も含まれて、特

に、核兵器の保有が懸念されます。戦争になれば

核兵器が破壊されたり、使用されたりします。非

核三原則を求められている長崎の市長のこの問題

に関して、見解をお尋ねいたします。

次に、市長の政治姿勢の(3) 長崎市・島原半島
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